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出典：「つくば市児童発達⽀援センター整備に関する提⾔（令和元年 7 ⽉）」 
（下線、コメントはあさのによる） 
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図１� ⼈⼯内⽿のしくみ�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２� ⼈⼯内⽿⼿術件数の推移（７歳未満の⼩児）�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３� ⼈⼯内⽿⽤電池�
（装着者提供）�
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「⾳声信号処理装置」�
（メーカーの名称は�
スピーチプロセッサ、�
オーディオプロセッサ）�

ここに電池のソケットが格納�

出典：埼⽟県教育局作成リーフレット「聴覚障害のある⼦どもの⽀援のために」�

0,1,2 歳 

出典：⼀般社団法⼈⽇本⽿⿐咽喉科頭頸部外科学会webサイト�
https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=3 

インプラント⽤と記載 
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出典：⽂部科学省 令和２年度「学校図書館の現状に関する調査 」結果について 
https://www.mext.go.jp/content/20220124-mxt_chisui01-000016869-1.pdf 
（マーキング、コメントは あさの による） 
 
 
【蔵書点検の役割】 
① 自館の蔵書が利用価値のあるものであるかの再評価をすること 
② 図書原簿に記載されている図書が実際にあるかどうか確認することである。 

（出典：『司書教諭・学校司書のための学校図書館必携 理論と実践 新訂版』全国学校図書館協議会監
修 より引⽤） 

１ 冊 あ た り
の 単 価 は ⼩
中 と も 約
2000 円（全国
学 校 図 書 館
協 議 会 の 調
査による） 
 

除籍：登録抹消 
廃棄：物理的に

捨てること 
ただし、この調
査では⼀括して
質問（⽂科省担

当課確認） 
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学校図書館図書廃棄規準 

1993年1月15日 制定 

2021年12月1日 改訂 

公益社団法人全国学校図書館協議会 

 

学校図書館には、「教育課程の展開に寄与する」「児童生徒の健全な教養を育成する」目的と、「学習センター」

「情報センター」「読書センター」機能がある。このことを達成するためには、児童生徒および教員の利用に役立

つ適切な図書館資料の質を高め、量を確保できるように整備しておかなければならない。学校図書館の資料は図

書資料をはじめ多種多様な資料群にわたるが、とりわけ図書資料は資料群の中核を成すものである。したがって、

学校図書館では、利用者の立場に立って適切で優れた図書の選択収集に努め、かつ常に蔵書の更新を行う必要が

ある。また、蔵書の管理には一貫性と統一性が保たれなければならない。蔵書の点検評価に伴い図書を廃棄する

場合には、個人的な見解によることなく客観性のある成文化した規準にもとづき行わなければならない。 

この規準は、学校図書館において蔵書を点検評価し廃棄を行う場合の拠りどころを定めたものである。ただし、

電子書籍はこの規準の対象としない。 

 

Ⅰ 一般規準 

次の各項のいずれかに該当する図書は、廃棄して更新の対象とする。 

１．受入後10年経過した図書。 

２．形態的には使用に耐えうるが、記述内容・掲載資料・表記等が古くなり利用価値の失われた図書。 

３．新しい学説や理論が採用されていない図書で、史的資料としても利用価値の失われた図書。 

４．時間経過に伴いカラー図版資料の変色が著しいため、誤った情報を提供することが明白になった図書。 

５．利用頻度の著しく低い複本で保存分を除いた図書。 

６．改訂版や新版が刊行されて、利用価値が失われた旧版図書。 

７．破損・汚損等により書籍としての魅力が失われた図書。 

８．紛失した図書。 

 

Ⅱ 種別規準 

次の種別に属する図書は、「Ⅰ 一般規準」に加えてそれぞれの種別ごとの各項に該当する場合、廃棄して更

新の対象とする。 

１．図鑑 

1）刊行後3年を経ているもので、最近の研究成果にそぐわなくなった図書。 

２．ハンドブック・要覧 

1）新版が刊行され利用価値の失われた旧版図書。 

３．歴史書・伝記 

1）新資料の発見等により史実について評価が著しく変わった図書。 

４．地図帳 

1）刊行後3年を経ているもので、記載地名等に変化が生じた図書。 
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出典：公益財団法人全国学校図書館協議会HP （下線　あさの）
https://www.j-sla.or.jp/pdfs/20211201haikikijun.pdf
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５．旅行案内書 

1）刊行後2年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。 

６．地誌 

1）刊行後3年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。 

７．法律書・法令書 

1）刊行後3年を経ているもので、主要な法律・法令の改正により現状にそぐわなくなった図書。 

８．人権関係書 

1）記述内容に人権擁護上の問題が明らかとなった図書。 

９．時事問題関係書 

1）刊行後3年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。 

１０．学習参考書 

1）刊行後3年を経ているもので、学習の現状にそぐわなくなった図書。 

2）「学習指導要領」準拠図書で、「学習指導要領」の改訂により学習事項やその取り扱いが変わった図書。 

１１．就職・受験案内書 

1）刊行後2年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。 

１２．技術書・実験書 

1）刊行後3年を経ているもので、技術・実験についての記述内容が現状にそぐわなくなった図書。 

2）記述内容に安全上問題であることが明らかとなった図書。 

１３．公害・環境問題関係書 

1）刊行後3年を経ているもので、最近の研究成果がとりいれられていない図書。 

１４．料理・服飾関係書 

1）素材・技術・デザイン・流行等が現状にそぐわなくなった図書。 

１５．スポーツ関係書 

1）種目・ルール・技術・用具等が現状にそぐわなくなった図書。 

１６．辞典 

1）語義・語源・用例等の記述に重大な誤りが発見された図書。 

2）常用漢字や教育漢字表が改訂され、学習の現状にそぐわなくなった図書。 

 

Ⅲ 廃棄の対象としない図書 

次の図書は原則として廃棄の対象としない。 

1）郷土資料 2）自校資料 

 

≪運用上の留意事項≫ 

１．図書の更新にあたっては、校内に蔵書構成を検討する委員会等を設け、教育課程に適合した蔵書構成となる

ように組織的に対処する。 

２．備品図書の廃棄は、学校設置者が定める条例・規則等にしたがって行う。 


